
平成２４年度 第２６回 役員会 議事要録 

 

日 時 平成２５年３月７日（木）１０：００～１１：５０ 

場 所 事務局１号館３階学長会議室 

出席者 〈役員〉 学長，理事・副学長(企画・人事担当)，理事・副学長(教育・国際担当)，  

理事・副学長(研究担当)，理事・副学長(財務・広報担当)  

〈役員以外〉 清水監事，鈴木監事，副学長・事務局長 

資 料  

 １－１．広報センター規則改正のポイント 

 １－２．国立大学法人東京工業大学広報センター規則一部改正案新旧対照表（案） 

 ２．学長裁量ポスト（平成２５年度第３号） 

３－１．学長裁量スペースの確保について 

 ３－２．学長裁量スペースの等価交換について 

 ４．専攻等支援事務の在り方について（実施計画案） 

５．創立八十周年記念会議室一般宿泊施設の廃止について 

６．平成25年度国立大学法人東京工業大学年度計画（案） 

７－１．東京工業大学博物館規則一部改正案新旧対照表 

７－２．博物館組織図 

８－１．大学院総合理工学研究科「共通講座」設置の申請について 

 ８－２．精密工学研究所「共通部門」の申請について 

 ９．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則(案) 

１０．２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会要項一部改正案新旧対照表等 

１１．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金規程一部改正案新旧対照表等 

 １２－１．国立大学法人東京工業大学組織運営規則一部改正（案）新旧対照表 

 １２－２．東京工業大学イノベーション人材養成機構規則（案） 

 １３．イノベーション人材養成機構に関する東京工業大学及び【電気通信大学・横浜国立大学・慶

應義塾大学・首都大学東京】との間における学生交流に関する協定書・覚書（案） 

１４－１．ＣＯＥセンター継続等理由 

１４－２．バイオフロンティアセンター規則等一部改正案新旧対照表 

１４－３．東京工業大学ナノサイエンス・量子物理学国際研究センター規則（案） 

 １５．平成２５年度全学科目に関する教育責任分担部局等 

１６．ブリティッシュコロンビア大学との全学協定（案） 

１７．情報技術人材育成に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する 

協定書・覚書（案） 

 １８－１．東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長申請書 

（Ｇ-ＣＯＥ量子物理学・ナノサイエンス特別教育コース） 

 １８－２．東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長申請書（IT特別教育研究コース） 

１８－３．東京工業大学大学院特別教育コース設置期間延長及び指定科目変更申請書 

（合意形成学特別教育研究コース） 
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１９．国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について 

 ２０．共同研究部門の設置期間の更新について 

 ２１－１．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携

協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書（理工学研究科工学系１） 

 ２１－２．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携

協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書（理工学研究科工学系２） 

 ２１－３．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携

協力に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請書（生命理工学研究科） 

 ２２－１．平成２５年度当初予算（案） 

 ２２－２．平成２５年度重点施策事項の予算計画について（区分別一覧） 

２３．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 

２４－１．国立大学協会東京地区支部会議（平成２４年度第３回）の概要 

 ２４－２．国立大学における教育の国際化のさらなる推進について（案） 

 ２４－３．教育再生実行会議有識者等名簿 

 ２５．大学院理工学研究科集積システム専攻の名称変更について 

 ２６．平成２５年春 桜花観賞の実施について（案） 

２７．評議員予定者について  

参考資料 

 １．大学院教育組織の改革とイノベーション人材養成機構（仮称）によるグローバル理工人養成 

 

○ 平成２４年度第２５回役員会議事要録（案）及び臨時役員会（書面審議）の承認                                      

 

○ 審議事項 

１．東京工業大学広報センター規則の一部改正について 

大谷理事・副学長から，資料１－１及び１－２に基づき，広報センターの体制の見直しに伴う

本規則の一部改正について説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

２．学長裁量ポイントの融通について 

岡田理事・副学長から，資料２に基づき，全学の安全管理の充実を図るため，総合安全管理セ

ンターに学長裁量ポイントを融通することについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

３．学長裁量スペースについて 

岡田理事・副学長から，資料３－１に基づき，大岡山南６号館に学長裁量スペースを確保する

ことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。次いで，資料３－２に基づき，大岡山

南６号館内における学長裁量スペースの等価交換の承認申請について説明があり，審議の結果，

これを承認した。 

 

４．専攻等支援事務の在り方について 

事務局長から，資料４に基づき，２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会の提言等を踏ま
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えて事務局で検討し，部局長等会議等での意見交換を経てとりまとめた「専攻等支援事務の在り

方について（実施計画案）」について説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

５．創立八十周年記念会議室一般宿泊施設の廃止について 

   大谷理事・副学長から，資料５に基づき，創立八十周年記念会議室の一般宿泊施設を廃止する

ことについて説明があり，審議の結果，これを承認した。 

 

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項 

１．第２期中期目標・中期計画に係る平成 25年度年度計画について 

岡田理事・副学長から，資料６に基づき，平成２５年度年度計画（案）について説明があり，

審議の結果，文言の修正については学長に一任することとし，教育研究評議会及び経営協議会に

付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認し

た。 

 

○ 教育研究評議会への付議事項 

１．東京工業大学博物館規則の一部改正について 

大谷理事・副学長から，資料７－１及び７－２に基づき，博物館に本学の歴史並びに我が国を

中心とする工業教育史に関わる各資史料を収集・調査・研究し，さらには特定歴史公文書等の適

切な保存・管理・公開を目指す資史料館部門を設置することに伴う，本規則の一部改正について

説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日

付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

 ２．共通講座，共通部門の設置について 

岡田理事・副学長から，資料８－１及び８－２に基づき，大学院総合理工学研究科共通講座，

精密工学研究所共通部門を設置することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議

会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承

認した。 

 

 ３．国立大学法人東京工業大学教員の任期に関する規則の廃止及び制定について 

岡田理事・副学長から，資料９に基づき，改正労働契約法が施行されることを機に，施行日以

降の大学教員の任期について，再任を含めて最長５年とする新たな任期に関する規則を制定する

こと，及びこれに伴い現行の任期に関する規則は廃止することについて説明があり，審議の結果，

これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があった

ものとすることを承認した。 

 

４．国立大学法人東京工業大学将来構想検討委員会規則の制定について 

総務部長から，資料１０に基づき，２１世紀の個性輝く東京工業大学検討委員会の名称を変更

し，将来構想検討委員会を設置するため，本規則を制定することについて説明があり，審議の結

果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があ
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ったものとすることを承認した。 

 

５．東京工業大学東日本大震災被災学生特別給付奨学金制度の時限延長について 

丸山理事・副学長から，資料１１に基づき，平成２３年度に設置した本奨学金制度を、平成２

５年度においても継続することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議

することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

６．国立大学法人東京工業大学組織運営規則の一部改正及び東京工業大学イノベーション人材養成

機構規則の制定について 

丸山理事・副学長から，資料１２－１，１２－２及び参考資料１に基づき，平成２５年４月１

日付けでイノベーション人材養成機構が設置されること及びプロダクティブリーダー養成機構が

廃止されることに伴い，組織運営規則を一部改正すること及びイノベーション人材養成機構規則

を制定することについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,

了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

また，イノベーション人材養成機構長に，水本副学長を任命する予定である旨の説明があった。 

 

７．イノベーション人材養成機構に関する東京工業大学と電気通信大学・横浜国立大学・慶應義塾

大学・首都大学東京との間における学生交流に関する協定書・覚書（案）について                            

丸山理事・副学長から，資料１３に基づき，今年度で本学と電気通信大学・横浜国立大学・慶

應義塾大学・首都大学東京の４大学との大学院キャリア教育に関わるプロダクティブリーダー養

成機構が終了するが，新たにイノベーション人材養成機構として４大学との協定書及び覚書を締

結し，学生が互いに履修することを認めることについて説明があり，審議の結果，これを教育研

究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとするこ

とを承認した。 

 

８．COEセンターの継続，廃止及び新規設置について 

辰巳理事・副学長から，資料１４－１から１４－３に基づき，２１世紀ＣＯＥセンターの設

置時限の延長、廃止及び新規設置について説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会

に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認

した。 

 

９．平成２５年度全学科目に関する教育責任分担部局について 

丸山理事・副学長から，資料１５に基づき，平成２５年度全学科目に関する教育責任分担部局

について説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合に

は，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

１０．ブリティッシュコロンビア大学との全学協定の締結について 

丸山理事・副学長から，資料１６に基づき，ブリティッシュコロンビア大学との全学協定案に

ついて説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，
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同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

１１．情報技術人材育成に関する東京工業大学と電気通信大学との間における学生交流に関する協

定書・覚書（案）について 

丸山理事・副学長から，資料１７に基づき，「情報技術人材育成」に関して学生が互いに履修

できるものとするため，電気通信大学との学生交流に関する協定及び覚書を締結することについ

て説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同

日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

１２．大学院特別教育研究コースの設置期間延長等について 

丸山理事・副学長から，資料１８－１から１８－３に基づき，大学院特別教育研究コースの設

置期間延長等について説明があり，審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承

された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

１３．国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の一部改正について 

辰巳理事・副学長から，資料１９に基づき，共同研究講座及び共同研究部門の設置要件を明確

にするため，本規則の一部改正を行うことについて説明があり，審議の結果，これを教育研究評

議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があったものとすることを

承認した。 

 

１４．共同研究部門の設置期間の更新について 

研究推進部長から，資料２０に基づき，共同研究部門の設置期間の更新について説明があり，

審議の結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会

の承認があったものとすることを承認した。 

 

１５．東京工業大学大学院研究科等における連携大学院講座に準ずる学外研究機関との準連携協力

に基づく研究教育の実施に関する規則第２条に基づく承認申請について 

  総務部長から，資料２１－１から２１－３に基づき，本承認申請について説明があり，審議の

結果，これを教育研究評議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認が

あったものとすることを承認した。 

 

○ 経営協議会への付議事項 

１．平成２５年度当初予算（案）について 

  大谷理事・副学長から，資料２２－１及び２２－２に基づき，平成２５年度当初予算（案）に

ついて説明があり，審議の結果，これを経営協議会に付議することとし,了承された場合には，同

日付で役員会の承認があったものとすることを承認した。 

 

２．国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員就業規則等の一部改正について 

 岡田理事・副学長から，資料２３に基づき，改正労働契約法の施行を機に，短時間勤務職員，
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特定有期雇用職員及び客員講座等講師等の雇用期間について上限を設ける改正等を行うとともに，

職員賃金規則の改正に対応した年俸額の別表の改正等を行うことについて説明があり，審議の結

果，これを経営協議会に付議することとし,了承された場合には，同日付で役員会の承認があった

ものとすることを承認した。 

 

○ 報告事項 

 １．国立大学協会東京地区支部会議について 

  学長から，本件については，時間の都合上，教育研究評議会において報告することとする旨，

発言があった。 

 

 ２．大学院理工学研究科集積システム専攻の名称変更について 

   総務部長から，資料２５に基づき，大学院理工学研究科集積システム専攻を通信情報工学専攻

に名称変更することについて報告があった。 

 

３．平成２５年春 桜花観賞の実施について 

   大谷理事・副学長から，資料２６に基づき，本年度の桜花鑑賞実施について報告があった。 

 

 ４．評議員予定者について 

  学長から，資料２７に基づき，評議員予定者について報告があった。 

 

○ その他 

 １．次回開催について 

学長から，次回は，３月２２日（金）１０：００から，すずかけ台地区Ｊ２棟４階役員会議室

で開催する旨の案内があった。 

 

以  上 
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